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大分市ワンルーム形式集合住宅の建築に関する指導要綱 

                                            大分市告示第 1317 号 

                              平成 17 年 3 月 30 日 

 

(目的) 

第１条 この要綱は、ワンルーム形式集合住宅の建築及び管理に関する基準その他必要な事項

を定めることにより、ワンルーム形式集合住宅の建築に伴う周辺住民との紛争を未然に防止し、

もって市民の健全な近隣関係を保持するとともに、良好な居住環境の保全及び形成に資する

ことを目的とする。 

 

(定義) 

第２条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号。以下「法」という。）、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）及び都

市計画法(昭和４３年法律第１００号)において用いる用語の例による。 

(1) ワンルーム形式の住戸 １住戸又は１住室の専用床面積が３０平方メートル未満の住戸又

は住室をいう。 

(2) ワンルーム形式集合住宅 ワンルーム形式の住戸の数が１５以上（第１種低層住居専用地

域又は第２種低層住居専用地域にあっては１０戸以上）を有する共同住宅、寄宿舎及び下

宿（以下「ワンルーム集合住宅」という。）をいう。 

(3) 建築 新築、増築及び用途の変更（類似の用途間における用途の変更は除く。）をいう。 

(4) 建築主 ワンルーム集合住宅の建築に関し、工事の請負契約の注文者又は請負契約によ

らないで自らその工事をする者をいう。 

(5) 建築主等 ワンルーム集合住宅の建築に関する建築主、設計者、工事施工者及び工事監

理者をいう。 

(6) 近隣住民 次に掲げる範囲（以下「近隣区域」という。）内にある建築物の所有者、管理者

及び居住者をいう。 

ア ワンルーム集合住宅の敷地境界線(幅員が１０ｍ未満の道路にあっては、その中心線を

敷地境界線とみなす。) からの水平距離が概ね１５ｍの範囲 

イ ワンルーム集合住宅の外壁又はこれに代わる柱の面から水平距離が当該建築物の高

さの概ね１．５倍に相当する距離の範囲 

(7) 周辺住民 近隣住民若しくは近隣区域内にある土地を所有する者又は電波障害若しくは

工事による被害を受けるおそれがある者をいう。 

 

（適用の除外） 

第３条  この要綱の規定は、次に掲げる建築物については適用しない。 

  (1) 法第１８条第２項の規定による通知に係る建築物 
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(2) 法第８５条に規定する仮設建築物 

(3) 建築物の位置、規模等から周辺の居住環境に及ぼす影響が少ないと認められる建築物 

２ 第２条第２号に規定するワンルーム集合集宅を増築又は用途の変更する場合にあっては、要

綱第７条から第１０条までの規定は適用しない。 

 

(建築主等の責務) 

第４条 建築主等は、ワンルーム集合住宅の建築計画及び管理方法の策定並びに設計及び施

工にあたっては、地域の特性及び周辺の居住環境に十分配慮することにより、市民の健全な

近隣関係及び良好な居住環境を損なわないよう努めるものとする。 

 

(紛争の発生防止) 

第５条 建築主等は、ワンルーム集合住宅が周辺の居住環境に及ぼす影響をあらかじめ調査の

うえ、事前に必要な措置を講じることにより、周辺住民との間に紛争が生じないよう努めるものと

する。 

 

（自主的解決) 

第６条 建築主等及び周辺住民は、ワンルーム集合住宅の建築に関して紛争が生じたときは、

相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、これを自主的に解決するよう努めるものとする。 

 

(標識の設置) 

第７条 建築主は、ワンルーム集合住宅の建築計画を事前に周辺住民に周知させるため、当該

建築計画の概要を記載した標識（以下「標識」という。）を、その敷地の見やすい場所に設置す

るものとする。 

２ 標識は、当該ワンルーム集合住宅に係る法第６条第１項又は法第６条の２第１項の規定に基

づく確認の申請(以下「確認申請」という。) をしようとする日の７日前までに設置し、法第８９条

第１項に規定する確認があった旨の表示を行う日までの間設置するものとする。 

３ 建築主は、標識に記載した事項に変更があったきは、速やかに当該標識の記載事項を改め

るものとする。 

４ 建築主は、標識に記載した建築計画を中止したときは、速やかに当該標識に建築計画を中

止する旨を記載し７日間以上設置するものとする。 

 

（建築計画等の届出） 

第８条 建築主は、前条第１項の規定により標識を設置したときは、速やかに当該ワンルーム集

合住宅の建築計画の概要を市長に届け出るものとする。届け出た建築計画を変更しようとする

ときもまた同様とする。 
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(事前説明及び報告) 

第９条 建築主等は、ワンルーム集合住宅の建築計画の内容及び管理方法について、別に定め

る事項を個別又は説明会の方法により近隣住民に説明するものとする。 

２ 近隣住民は、建築主等から前項の規定による説明の申出があったときは、これに応じるよう努

めるものとする。 

３ 建築主等は、当該ワンルーム集合住宅に関し、周辺住民から説明を求められたときは、これ

に応じるものとする。 

４ 建築主は、工事に着手する日までに、第１項及び第３項の規定により行った説明の状況を市

長に報告するものとする。 

 

（工事完了の届出） 

第１０条 建築主は、ワンルーム集合住宅の工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届

け出るものとする。 

 

（建築及び管理に関する基準） 

第１１条 建築主は、ワンルーム集合住宅の適正な管理及び近隣住民の良好な居住環境を保持

するため、次の各号に掲げる事項に関し、別に定める基準に適合するよう必要な措置を講じる

ものとする。 

(1) 建築計画に関すること。 

(2) 管理に関すること。 

 

(工事に関する措置) 

第１２条 建築主等は、ワンルーム集合住宅の建築工事によって周辺住民の日常生活及び居住

環境に著しい影響(以下「工事による被害」という。) を及ぼすおそれがあるときは、別に定める

事項について、工事による被害を受けるおそれがある者とあらかじめ協議し、当該工事による

被害の発生を防止するため必要な措置を講じるものとする。 

２ 建築主等は、工事による被害が生じたときは、当該工事による被害を受けた者と協議し、被害

を軽減するために必要な措置を講じるものとする。 

 

（電波障害に関する措置) 

第１３条 建築主等は、ワンルーム集合住宅の建築によって電波障害が生じるおそれがあるとき

は、電波障害を受けるおそれがある者とあらかじめ協議し、当該電波障害の発生を防止するた

め必要な措置を講じるものとする。 

２ 建築主等は、電波障害が生じたときは、当該電波障害を受けた者と協議し、障害を解消する

ために必要な措置を講じるものとする。 
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（紛争の調整） 

第１４条 市長は、周辺住民と建築主等との間で第１１条から第１３条に規定する事項に係る紛争

が生じ、第６条の規定による自主的な解決の努力を尽くしても解決に至らなかった場合におい

て、当事者の双方又は一方から調整の申し出があり、かつ、その申し出に相当の理由があると

認めるときは、当事者間の自主的な解決を促進するため調整を行うことができる。 

２ 調整は、当事者双方からの意見聴取及び関係書類により行うものとする。 

３ 市長は、調整のため必要があると認めるときは、当事者に対し、意見若しくは説明を求め、又

は関係書類の提出を求めることができる。 

 

（調整の打切り） 

第１５条 市長は、調整による紛争の解決の見込みがないと認めるときは、調整を打ち切ることが

できる。 

２ 市長は、調整を打ち切ったときは、調整の申し出を行った者に調整を打ち切った旨を通知す

るものとする。 

 

（調整の非公開） 

第１６条 調整の手続きは、公開しない。 

 

(指導及び勧告) 

第１７条 市長は、この要綱の規定を遵守しない建築主等に対して、遵守するよう指導し、又は勧

告することができる。 

 

(委任) 

第１８条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後に初めて確認申請されるワンルー

ム集合住宅から適用し、施行の日前に確認申請されたワンルーム集合住宅については、なお

従前の例による。 
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大分市ワンルーム形式集合住宅の建築に関する指導要綱施行細目 

 

(趣旨) 

第１条 この施行細目は、大分市ワンルーム形式集合住宅の建築に関する指導要綱（平成１７年

大分市告示第１３１７号。以下「要綱」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この施行細目における用語の意義は、要綱の例による。 

 

（専用床面積の算定） 

第３条 要綱第２条第１号に規定する住戸の専用床面積は、壁の中心線により算定し、共用部

分、バルコニー及びパイプスペース等の部分の面積は算入しないものとする。 

 

（適用の範囲） 

第４条 要綱第２条第２号に規定するワンルーム形式の住戸の数は、次により算出するものとす

る。 

 (1) 店舗、事務所等と併せ居住の用に供するワンルーム集合住宅にあっては、ワンルーム形式

の住戸の合計数とする。 

 (2) 住戸の専用床面積が３０平方メートル未満で、台所（湯沸室を含む。）トイレ及び浴室（シャ

ワー室を含む。）を備えているものは、他の用途に供されるものであってもワンルーム形式の

住戸の数に算入する。 

２ ワンルーム集合住宅の敷地の位置が、第１種低層住居専用地域及び第２種低層住居専用地

域とその他の地域（市街化区域のうち前記用途地域以外の用途地域及び市街化区域以外の

区域をいう。）にわたる場合は、敷地の過半が属する地域に区分する。 

 

(標識の設置) 

第５条 要綱第７条第１項に規定する標識は、様式第１号のとおりとする。 

 

（建築計画等の届出） 

第６条 要綱第８条第１項による届出は、建築計画届（様式第２号）に、次に掲げる図書等を添え

て行うものとする。 

(1) 設計図書（付近見取図、配置図、各階平面図、立面図） 

(2) 大分市ごみステーションの設置及び管理に関する要綱に係る「ごみステーションに関する 

協議書」の写し 

(3) 標識を設置したことを証する写真 
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（事前説明および報告） 

第７条  要綱第９条第１項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 建築物の位置，規模，構造 

(2) 工事の施工方法及び工事予定期間 

(3) 自転車（自動車）置場及びごみステーション 

(4) 管理方法及び管理規約の内容 

(5) 前各号に掲げるもののほか、要綱第１１条から１３条の規定により講じる建築及び管理に

関する措置の内容 

２ 要綱第９条第４項による報告は、説明実施報告書 (様式第３号)に、次に掲げる図書等を添え

て行うものとする。 

(1) 付近見取図 

(2) 近隣住民への説明に用いた図書 

 

（工事完了の届出） 

第８条 要綱第１０条による届出は、工事完了届出書 (様式第４号)に、次に掲げる図書等を添え

て行うものとする。 

(1) 管理規約及び管理委託契約書（管理を委託する場合に限る。）の写し  

(2) 表示板及び掲示板の設置を証する写真 

 

（建築に関する基準） 

第９条 要綱第１１条に規定する別に定める基準のうち建築計画に関するものは、次に掲げるも

のとする。 

(1) 住戸の数１につき１台以上の自転車（バイクを含む。）の置場を確保すること。なお、１台あ

たりの規模は１．２平方メートルを基準とする。 

(2) 住戸の数等を勘案して必要な規模の駐車場を確保すること。 

(3) ごみステーションを設置するときは、あらかじめ、市の担当課と位置、規模、構造等につい

て協議すること。 

(4) 屋外階段、開放型の廊下、設備機器等から発生する騒音を防止するため、必要に応じて

防音措置を講じること。 

(5) 近隣居住者のプライバシーを保護するため、外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界

線までの距離を１メートル以上とするよう努めるとともに、近隣住宅の居室が容易に観望され

ないよう必要に応じて目隠し等の措置を講じること。 

(6) 近隣の建築物の日照及び通風に及ぼす影響を軽減するよう努めること。 

(7) 敷地内の植栽等緑化に努めること。 

 

 



 9

（管理に関する基準） 

第１０条 要綱第１１条に規定する別に定める基準のうち管理に関するものは、次に掲げるものと

する。 

(1) ワンルーム集合住宅を適正に管理し、及び近隣住民からの苦情等に迅速に対応できるよ

う、管理人の配置又は管理の委託等の措置を講じること。ただし、ワンルーム集合住宅の所

有者が近隣地に居住し、自ら適切に管理できるときは、この限りでない。 

(2) 管理人又は管理を委託した者等の氏名、連絡先等を明記した表示板（様式第５号）を出

入口等の屋外から見やすい場所に設置すること。 

(3) 入居者への地域行事等の連絡に利用するための掲示板を出入口やホール等の見やす

い場所に設置すること。 

(4) ごみステーションの管理及びごみの処理方法等については、あらかじめ、市の担当課と協

議すること。 

(5) 次に掲げる事項を規定した管理規約を作成し、入居者にこれを遵守させるよう努めること。 

ア 自動車、自転車等を路上に駐車及び駐輪しないこと。 

イ ごみステーションは、常に清潔に保つとともに、ごみの種類に応じて定められた日時に指定

の場所へ搬出すること。 

ウ 町内会等の地域活動に協力すること。 

エ 騒音その他近隣住民に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。 

 

(工事に関する措置) 

第１１条 要綱第１２条第１項に規定する別に定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 工事車両の通行及び駐車に関すること。 

(2) 工事に伴うほこり等の飛散防止に関すること。 

(3) 工事により生じるおそれのある危害の防止に関すること。 

(4) その他周辺の居住環境に著しく影響を及ぼすおそれがある事項。 

 

（調整の申出） 

第１２条 要綱第１４条第１項による申し出は、紛争の調整申出書(様式第６号)によるものとする。 

 

（調整の打ち切り） 

第１３条 要綱第１５条第２項による通知は、紛争調整の打切り通知書(様式第７号)により行うもの

とする 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この施行細目は、平成３０年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この施行細目の改正後の規定は、この施行の日以後に初めて確認申請されるワンルーム集

合住宅から適用し、同日前に確認申請されたワンルーム集合住宅については、なお従前の例

による。 
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様式第１号

地上 階 地下 階

高さ ｍ 延べ面積 ㎡

　　　 造 一部 造

㎡

新築 増築 用途変更

住所 氏名

住所 氏名

住所 氏名

住所 氏名

住所 氏名

電話

 備              考

４　建築主等が法人の場合は、事務所の所在地及び名称を記入すること。

 敷地の地名地番

 建築物の名称

６０センチメートル以上

 敷地面積

90センチ

メ ートル以上

　この標識は、大分市ワンルーム形式集合住宅の建築に関する指導要綱第７

条の規定により、建築計画を事前に周知するための標識です。

連絡先（問合せ先）

工事の種別

工事の着手予定日

工事の完成予定日

３　工事計画を中止した場合は、備考欄に朱書きでその旨を記載すること。

注意事項

１　作成にあたっては、白地に黒書きとし、見やすいものとすること。

（標識設置日）　令和　　　年　　　月　　　日

２　この標識は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない材料及び構造により作成する

建築計画のお知らせ

　大分市

 規模

 用途

　とともに、表示した文字が雨等により、不鮮明にならない塗料を使用すること。

 構造

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

工事施工者

建

築

物

の

概

要

建築主

設計者

工事監理者
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様式第２号 (その１）

　

大分市長　　　殿

建築主 住　所

氏　名

電　話

新築 増築 用途の変更 戸 戸 戸

造 一部 造 戸 戸 戸

地上 階 地下 階 戸 戸 戸

最高 ｍ 軒高 ｍ ㎡ ㎡ ㎡

％ ㎡ ㎡ ㎡

％ ㎡ ㎡ ㎡

住  所

氏  名 電話　　　　　　

住  所

氏  名 電話　　　　　　

住  所

氏  名 電話　　　　　　

住  所

氏  名 電話　　　　　　

建築主の

代 理 者

地名地番

用途地域

設計者 

敷地面積

延べ面積

建

築

物

の

規

模

等

主要用途

工事種別

構造

ワンルーム住戸

工事

施工者

計画外部分

階数

高さ

建ぺい率

容積率

住戸の計

建築面積

計画部分

その他住戸

建築計画届

（建築計画変更届）

令和　　　　年　　　　月　　　　日

 記

大分市ワンルーム形式集合住宅の建築に関する指導要綱第８条の規定により、届け出ます。

工事

監理者

その他の地域

合計

建築物の名称

敷地

の位置
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様式第２号 (その２） 

㎡ 戸 ㎡ 戸

㎡ 戸 ㎡ 戸

敷地内　 敷地外 台分 ㎡

敷地内 敷地外 台分 ㎡

有 （　　　　　　　　　㎡）   無

設置 （敷地内　　　敷地外） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

協議済 協議中 協議予定

管理人を配置 管理を委託 その他（　　　　　　　　　　　　）

設置位置　 （ ）

設置位置　 （ ）

令和 年　　　　月　　　　日

令和 年　　　　月　　　　日

令和 年　　　　月　　　　日

添付図書等

１　設計図書（付近見取図、配置図、各階平面図、立面図）

２　 大分市ごみステーションの設置及び管理に関する要綱に係る「ごみステーションに関する協議書」の写し

３　標識を設置したことを証する写真（遠近２葉）

注意事項

１　法人の場合は、その事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名を記入のこと。

（協議日　平成　　　　年　　　　月　　　　日）

所有形態 　賃貸　分譲　その他（　　　　　　　　　　　　　）

防音に関する措置

プライバシーの保護

に関する措置

日照・通風に

関する措置

植栽緑化に

関する措置

管理の方法

令和　　　　年　　　　月　　　　日

確認申請予定先

工事完了予定日

入居予定日 令和　　　　年　　　　月　　　　日

管理に関

する

事項

標識設置日

確認申請予定日

工事着手予定日

管理人等表示板

行事等掲示板

建

築

に

関

す

る

事

項

ごみステーション

　管理人室

自動車の駐車場

自転車の駐輪場

住戸の専用床

面積別内訳
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　様式第３号

令和　　　年　　　月　　　日

建築主 住　所

氏　名

電　話

　　　大分市ワンルーム形式集合住宅の建築に関する指導要綱第９条第４項の規定により、報告します。

　令和　　　年　　　月　　　日

　令和　　　年　　　月　　　日

　令和　　　年　　　月　　　日

　令和　　　年　　　月　　　日

　令和　　　年　　　月　　　日

添付図書等

１　付近見取図（建築敷地と近隣住民等の家屋の位置関係が確認できるもの。）

１　周辺住民から説明を求められたときは、その氏名及び説明の内容等も記載すること。

　　個別　　　説明会　　

近隣住民の住所・氏名等 説明の内容及び近隣住民の意見等

　　個別　　　説明会　　

氏　　名

住　　所

説 明 日

敷地の地名地番

建築物の名称

説 明 日

説 明 日

説明の方法

氏　　名

住　　所

住　　所

説明の方法

　大 分 市 長　　殿

氏　　名

説明実施報告書

標識設置届出日

説明者の

所属・氏名

説明の方法 　　個別　　　説明会　　

２　欄内に記入しきれないときは、別紙に記入し添付すること。

２　説明のために近隣住民に配布した資料

注意事項

説明の方法

氏　　名

　　個別　　　説明会　　

説 明 日

住　　所
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様式第４号

大分市長　　　殿

建築主 住所

氏名

電話

 記

新築 増築 用途変更

造 一部 造 戸

地上 階 地下 階 ㎡

最高 ｍ 軒高 ｍ ㎡

台分 ㎡ 台分 ㎡

設置 （敷地内　　　敷地外） その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

住所

氏名 電話

時 か ら　　　  　　　　　時 ま で

住所

氏名 電話

住所

氏名 電話

巡回管理 その他の方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　

住  所

氏  名 電話

住  所

氏  名 電話

住  所

氏  名 電話

住  所

氏  名 電話

添付図書等

1　入居者管理規約及び管理委託契約書（管理を委託する場合に限る。）を添付してください。

２　表示板及び掲示板を撮影した写真を添付してください。

注意事項

１　建築主等が法人の場合は、事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入すること。

高さ

行事等掲示板位置　

管理人を

置く場合

管理人を置

かない場合

建築主の

代理人

構造

ごみステーション

建

築

物

の

規

模

等

階数

管理方法

工事完了日

管理人の常駐時間

 時間外の

連絡先

延べ面積

自動車の駐車場

工事種別

ワンルーム住戸

令和　　　年　　　月　　　日 令和　　　年　　　月　　　日

主要用途

自転車の駐輪場

管

理

に

関

す

る

事

項

工事完了届出書
令和　　　年　　　月　　　日

大分市ワンルーム形式集合住宅の建築に関する指導要綱第１０条の規定により、届け出ます。

敷地面積

建築計画届出日

建築物の名称

敷地の地名地番

 工事

施工者

管理人

 設計者

 工事

監理者

管理受託者

又は所有者

管理人等表示板位置
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様式第５号

　 （管理人を置く場合）

　　

　この建築物の管理については、下記にご連絡ください。

　　

　　   

 

電話

管理人の常駐時間 　　　　　　時から　　　　　　時まで 

 住所

　　 （所在地） 　

　　 氏名（名称）

　　 電話番号 電話

　　

 　（管理人を置かない場合）

　この建築物の管理については、下記にご連絡ください。

  

 住所

（所在地）

氏名（名称）

電話番号 電話

40㎝以上

建築物の名称

建築物の所在地

管

理

受

託

者

建築物の名称

建築物の所在地

 管理人氏名

３０㎝

以上

時

間

外

連

絡

先

３０㎝

以上

表　示　板　

管理人連絡先

管理受託者連絡先

40㎝以上



 17

　

大 分 市 長 　殿

申出者 住　所

（代表者） 氏　名

電　話

申出者 住　所

（代表者） 氏　名

電　話

住所

氏名

電話

２　当事者の双方が連名で申し出するときは、紛争の相手方の住所等の欄に記入する必要はありません。

３　欄内に記入しきれないときは、別紙に記入し添付してください。

　調停を行なうものではありません。

様式第６号

協議経過の概要

記

注意事項

紛争の相手方

令和　　　年　　　月　　　日

建築物の名称

　大分市ワンルーム形式集合住宅の建築に関する指導要綱第6条の規定により、紛争を自主的に解

決するため協議してきましたが解決に至りません。

　よって、同要綱第１３条第１項の規定に基づく紛争の調整の申し出をします。

敷地の地名地番

調整を求める事項

（具体的に）

紛 争 の 調 整 申 出 書

1　この要綱の規定に基づく調整は、双方の意見に基づき自主解決を図るよう求めるものであり、
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殿

大 分 市 長

２　建築敷地の地名地番

３　紛争の調整申出書受理日

４　調整を打ち切った理由

様式第７号

記

紛争調整の打切り通知書

令和　　　　年　　　　月　　　　日

開　建　第　　　　　　　　　号

令和　　　　年　　　月　　　日

１　建築物の名称

  下記建築物の建築に係る紛争について、大分市ワンルーム形式集合住宅の建築に関する

指導要綱第１５条の規定により調整を打切ったので通知します。


